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令和５年第１回大仙市議会定例会会議録第４号

令和５年３月８日（水曜日）

議 事 日 程 第 ４ 号

令和５年３月８日（水曜日）午前１０時開議

第 １ 議案第 ３号 大仙市監査委員に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて （質疑・委員会付託）

第 ２ 議案第 ４号 大仙市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

（質疑・委員会付託）

第 ３ 議案第 ５号 大仙市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部

を改正する条例の制定について （質疑・委員会付託）

第 ４ 議案第 ６号 大仙市税条例の一部を改正する条例の制定について

（質疑・委員会付託）

第 ５ 議案第 ７号 大仙市世代交流福祉施設条例の一部を改正する条例の制定につ

いて （質疑・委員会付託）

第 ６ 議案第 ８号 大仙市荒川福祉会館条例の一部を改正する条例の制定について

（質疑・委員会付託）

第 ７ 議案第 ９号 大仙市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例及び大仙市家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついて （質疑・委員会付託）

第 ８ 議案第１０号 大仙市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定について

（質疑・委員会付託）

第 ９ 議案第１１号 大仙市工業等振興条例の一部を改正する条例の制定について

（質疑・委員会付託）
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第１０ 議案第１２号 大仙市公園条例の一部を改正する条例の制定について

（質疑・委員会付託）

第１１ 議案第１３号 大仙市仙北健康広場条例の一部を改正する条例の制定について

（質疑・委員会付託）

第１２ 議案第１４号 大仙市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定につい

て （質疑・委員会付託）

第１３ 議案第１５号 大仙市都市公園の設置に関する基準等を定める条例の一部を改

正する条例の制定について （質疑・委員会付託）

第１４ 議案第１６号 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律等の一部を改正する法律等の施行に伴う関

係条例の整理に関する条例の制定について

（質疑・委員会付託）

第１５ 議案第１７号 大仙市公民館条例の一部を改正する条例の制定について

（質疑・委員会付託）

第１６ 議案第１８号 大仙市沢内高齢者健康増進ふれあい館条例を廃止する条例の制

定について （質疑・委員会付託）

第１７ 議案第１９号 大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例を廃止する条

例の制定について （質疑・委員会付託）

第１８ 議案第２０号 大仙市全国花火競技大会振興基金条例を廃止する条例の制定に

ついて （質疑・委員会付託）

第１９ 議案第２１号 大仙市庁舎整備基金条例の制定について（質疑・委員会付託）

第２０ 議案第２２号 大仙市学校施設再編整備基金条例の制定について

（質疑・委員会付託）

第２１ 議案第２３号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について

（質疑・委員会付託）

第２２ 議案第２４号 多目的人工芝グラウンド整備事業土木工事請負契約の変更につ

いて （質疑・委員会付託）

第２３ 議案第２５号 市道の路線の認定及び廃止について （質疑・委員会付託）

第２４ 議案第２６号 令和５年度大仙市企業団地整備事業特別会計への繰入れについ

て （質疑・委員会付託）
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第２５ 議案第２７号 令和５年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入れについて

（質疑・委員会付託）

第２６ 議案第２８号 令和４年度大仙市一般会計補正予算（第１０号）

（質疑・委員会付託）

第２７ 議案第２９号 令和４年度大仙市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号） （質疑・委員会付託）

第２８ 議案第３０号 令和４年度大仙市奨学資金特別会計補正予算（第１号）

（質疑・委員会付託）

第２９ 議案第３１号 令和４年度大仙市企業団地整備事業特別会計補正予算（第２

号） （質疑・委員会付託）

第３０ 議案第３２号 令和４年度大仙市太陽光発電事業特別会計補正予算（第１号）

（質疑・委員会付託）

第３１ 議案第３３号 令和４年度大仙市下水道事業会計補正予算（第３号）

（質疑・委員会付託）

第３２ 議案第３４号 令和５年度大仙市一般会計予算 （質疑・委員会付託）

第３３ 議案第３５号 令和５年度大仙市国民健康保険事業特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第３４ 議案第３６号 令和５年度大仙市後期高齢者医療特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第３５ 議案第３７号 令和５年度大仙市学校給食事業特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第３６ 議案第３８号 令和５年度大仙市奨学資金特別会計予算（質疑・委員会付託）

第３７ 議案第３９号 令和５年度大仙市企業団地整備事業特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第３８ 議案第４０号 令和５年度大仙市スキー場事業特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第３９ 議案第４１号 令和５年度大仙市太陽光発電事業特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第４０ 議案第４２号 令和５年度大仙市小水力発電事業特別会計予算

（質疑・委員会付託）
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第４１ 議案第４３号 令和５年度大仙市内小友財産区特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第４２ 議案第４４号 令和５年度大仙市大川西根財産区特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第４３ 議案第４５号 令和５年度大仙市荒川財産区特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第４４ 議案第４６号 令和５年度大仙市峰吉川財産区特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第４５ 議案第４７号 令和５年度大仙市船岡財産区特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第４６ 議案第４８号 令和５年度大仙市淀川財産区特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第４７ 議案第４９号 令和５年度市立大曲病院事業会計予算 （質疑・委員会付託）

第４８ 議案第５０号 令和５年度大仙市上水道事業会計予算 （質疑・委員会付託）

第４９ 議案第５１号 令和５年度大仙市簡易水道事業会計予算（質疑・委員会付託）

第５０ 議案第５２号 令和５年度大仙市下水道事業会計予算 （質疑・委員会付託）

第５１ 請願第 １号 免税軽油制度の継続を求める請願書 （委員会付託）

第５２ 陳情第１７号 「消費税インボイス制度の実施延期を求める意見書」を政府に

送付することを求める陳情書 （委員会付託）

第５３ 陳情第１８号 再生可能エネルギーを使った地方の人口減少に歯止めをかける

仕組み作りを求める陳情 （委員会付託）

第５４ 陳情第１９号 米余りを解消し、食料自給率を高めるために水稲収穫量調査の

基準見直しを求める陳情 （委員会付託）

第５５ 陳情第２１号 消費者被害を防止、救済するため特定商取引法の抜本的法改正

を求める陳情書 （委員会付託）

第５６ 陳情第２２号 「 低賃金の改善を求める意見書」の採択を求める陳情書

（委員会付託）

第５７ 陳情第２３号 低賃金の改善にあたり、「中小企業・零細企業支援の拡充を

求める意見書」の採択を求める陳情書 （委員会付託）
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出席議員（２３人）

１番 佐 藤 芳 雄 ２番 戸 嶋 貴美子 ３番 佐 藤 文 子

４番 佐 藤 隆 盛 ５番 挽 野 利 恵 ６番 秩 父 博 樹

７番 青 柳 友 哉 ８番 安 達 成 年 ９番 髙 橋 徳 久

１１番 橋 本 琢 史 １２番 小笠原 昌 作 １３番 小 松 栄 治

１４番 本 間 輝 男 １５番 佐 藤 育 男 １６番 山 谷 喜 元

１７番 石 塚 柏 １８番 高 橋 敏 英 １９番 橋 村 誠

２０番 渡  秀 俊 ２１番 金 谷 道 男 ２２番 大 山 利 吉

２３番 鎌 田 正 ２４番 後 藤 健

欠席議員（１人） １０番 古 谷 武 美

遅刻議員（０人）

早退議員（０人）

説明のため出席した者

市 長 老 松 博 行 副 市 長 佐 藤 芳 彦

副 市 長 今 野 功 成 教 育 長 伊 藤 雅 己

代 表 監 査 委 員 武 田 哲 也 上下水道事業管理者 舛 谷 祐 幸

総 務 部 長 福 原 勝 人 企 画 部 長 伊 藤 公 晃

市 民 部 長 谷 口 藤 美 健 康 福 祉 部 長 佐々木 隆 幸

農 林 部 長 渡 辺 重 美 経 済 産 業 部 長 冨 樫 真 司

観光文化スポーツ部長 伊 藤 優 俊 建 設 部 長 佐々木 英 樹

病 院 事 務 長 今 久 教育委員会事務局長 築 地 高

総務部次長兼総務課長 小 林 孝 至

議会事務局職員出席者

局 長 斎 藤 秋 彦 参 事 冨 樫 康 隆

主 幹 佐 藤 和 人 主 査 藤 澤 正 信

主 任 小山田 竜 司
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午前１０時 開 議

○議長（後藤 健） おはようございます。

これより本日の会議を開きます。

欠席の届け出は１０番古谷武美議員であります。

○議長（後藤 健） 本日の議事は、議事日程第４号をもって進めます。

○議長（後藤 健） 日程第１、議案第３号から日程第３１、議案第３３号までの３１件

を一括して議題といたします。

これより質疑を行いますが、通告はありません。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） 質疑なしと認めます。

ただ今、議題となっております議案第３号から議案第３３号までの３１件は、議案付

託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

○議長（後藤 健） 日程第３２、議案第３４号から日程第５０、議案第５２号までの

１９件を一括して議題といたします。

質疑の通告がありますので順次質疑を許します。はじめに６番秩父博樹議員。

（「はい、議長、６番」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、秩父議員。

【６番 秩父博樹議員 登壇】

○議長（後藤 健） １番の項目について質疑を許します。

○６番（秩父博樹） おはようございます。１項目、通告させていただいております。よ

ろしくお願いいたします。

一般会計４款１項４目１２事業、予防接種経費について、お伺いいたします。

今般の当初予算案において、帯状庖疹予防接種の助成金が盛り込まれました。一歩前
ほう

進いただいたことに、まずもって御礼申し上げたいと思います。

その上で、これまでの本会議でもお伝えしたとおり、また、医師会からのご要望にも
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あるとおり、初期に処方する抗ウイルス薬は高額であり、特に不活化ワクチンは非常に

高額であることから、半額の公費助成を目標に予算編成に取り組んでいただきたい旨を

お伝えしてきました。

生ワクチンであれば８千円から１万円ぐらいなので、今般の予算案で約半額の助成と

いうふうになりますが、生ワクチンの発症予防効果は５０歳から５９歳で６９．８パー

セント、それから、６０歳以上の方で５１．３パーセントというふうに中程度であり、

帯状疱疹後神経痛の予防効果においても、６０歳以上で６６．５パーセントと中程度で

あります。また、この生ワクチンは長期予防効果が低く、ワクチン接種後の予防効果は、

１年目では６７．５パーセント、２年目には４７．２パーセント、８年目には３１．８

パーセントまで低下します。

一方で不活化ワクチン、これは発症予防効果が非常に高く、５０歳以上で９７パー

セント、７０歳以上で９１パーセントであり、帯状疱疹後神経痛の予防効果においても、

７０歳以上で８５．５パーセントと非常に高い結果が出ております。また、長期予防効

果も高く、５０歳以上の成人試験で１０年以上は８０パーセントを超える有効性という

ふうになっております。

しかしながら、初回接種の２カ月後から６カ月以内に２回目の接種が必要で、２回の

接種で約４万から４万４千円ぐらいと高額であり、仮に今般の当初予算案の助成があっ

たとしても、１万円引けるだけですので、庶民感覚からすれば、まだまだ高額であり、

先にお伝えしたように半額助成を再考していただきたいというふうに考えるものです。

不活化ワクチンの発症予防効果は高く、もしどちらかを接種するのであれば、多くの

市民は不活化ワクチンを選びたいはずです。しかしながら、今般の助成が開始されたと

しても、高額であることから、接種を断念するケースが相次ぐのではないかというふう

に思われます。

先般、中仙地域の地域住民との意見交換会の際にも、参加された市民の方から、「仮

に１万円の助成があったとしても高い。もう少し考えてもらえないだろうか。」という

声がありました。これが市民の本音だと思います。

また、生ワクチンは、ウイルスの活性を弱めたものですが、不活化ワクチンは、病原

性をなくし、ウイルスの一部のみを使用したものなので、安全性も高く、免疫力が弱っ

た方にも接種が可能です。効果持続期間についても、先ほどお伝えしたように、生ワク

チンと比較すると不活化ワクチンの方が免疫が持続することが分かっています。
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このようなことから、費用を除けば不活化ワクチンを接種していただくことが推奨さ

れ、不活化ワクチンの助成に重点を置いた方が市民の発症予防に効果が高いというふう

に考えるものですが、いかがでしょうか。今般の予算編成における協議の経過と、私の

考えに対する市当局のご所見を伺います。

以上です。

○議長（後藤 健） １番の項目に対する答弁を求めます。佐々木健康福祉部長。

○健康福祉部長（佐々木隆幸） 秩父博樹議員の質問にお答え申し上げます。

質問の、帯状疱疹ワクチン予防接種の費用助成についてでありますが、令和５年度の

当初予算編成におきましては、大曲仙北医師会からの助言と、既に実施している自治体

の接種状況や助成額を参考に、助成対象年齢やワクチンの種類及び助成額について検討

したところであります。

先駆的に助成を実施している県内市町の状況を見ますと、対象者を６５歳以上とし、

生ワクチンと不活化ワクチン、ともに４千円を１回のみの助成となっておりました。

こうした状況を受けまして本市といたしましては、対象者を接種可能年齢の５０歳以

上としたほか、生ワクチンと不活化ワクチンのそれぞれの規定されている回数分につき

まして、１回につき５千円を助成することとしたものであります。

不活化ワクチンを選択された方の自己負担が大きいとは存じますが、医師と相談され、

各々のワクチンの有効性や接種後の副反応等を判断した上で、対象となる多くの市民の

皆様から接種していただきたいと考えておりますのでご理解願いたいと存じます。

以上になります。

○議長（後藤 健） 再質疑はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、秩父議員。

○６番（秩父博樹） 県内の既に実施している自治体の例等を参考にしながら、恐らく能

代だとかそちらの方かなというふうに思います。

ただ、先ほど申し上げましたように、市民の発症予防の効果が高い、同じこの予算、

経費を投入するのであれば、発症予防の効果が高い方にお金を使った方が、市民の発症

予防効果の高い方にお金を使った方がいいのではないかなと、私はそういうふうに思

うんですけど、まずそこに対する所見をいただければと思います。

あとそれから、同じように、もしかしたら両方のワクチンを公平に扱ったという観点
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から、どっちも５千円なのかもしれませんが、そうすると、今自治体でも扱うに当たっ

てこの価格の差があります。大体１対４とかそれぐらいの差ですけど、５千円、５千円

になると１対６、不活化ワクチンが６とすると生ワクチンが１、それぐらいの価格差が

全体としてさらに広がってしまうというのもあります。なので、やはり参考にしている

事例あると思いますけども、自治体によっては不活化ワクチンに特化している事例もあ

るようです。自分自身は、やはりどうせ使うのであれば、そちらの方が市民の発症予防

に対して効果があるのではないかなというふうに考えたところですけど、その辺に対す

るご所見をお願いしたいと思います。

○議長（後藤 健） 再質疑に対する答弁を求めます。佐々木健康福祉部長。

○健康福祉部長（佐々木隆幸） 秩父博樹議員の再質問にお答え申し上げます。

不活化ワクチンは、議員ご指摘のとおり、発症予防効果や免疫の持続期間については、

生ワクチンと比べて優れているといわれております。

一方で、接種後の副反応につきましては、不活化ワクチンは生ワクチンよりも接種部

位の痛みや腫れ、それから倦怠感など副反応が多くの方に、また、比較的強く見られる
けんたい

ほかに、２カ月間隔で２回の接種が必要とされているものであります。

こうしたことから、ワクチンを予防接種される場合には、その方の体調等を含め、医

師と十分相談された上でどちらかのワクチンを接種いただき、それに対して市では今回

定めた額により助成していきたいと考えております。

令和５年度、今回が助成実施の初年度となることから、この間の市民の皆様の接種状

況等について検証させていただきたいと存じます。その検証結果、または県内の自治体

の助成額等の状況によっては、翌年度以降の費用助成の在り方について検討するなど、

状況に応じて公平性をもった対応を行ってまいりたいと思いますので、何とぞご理解く

ださるようお願いいたします。

以上になります。

○議長（後藤 健） 再々質疑はありませんか。

（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、秩父議員。

○６番（秩父博樹） 多分今言われたその公平性っていうの、多分その製薬会社に対する

公平性なのかなというふうに思いながらちょっとお話伺ったところですけど、検討され

た経過というのは分かりました。あと、今、今後やってみて、検証した結果を見ながら
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ということもおっしゃられましたので、今後もしかすれば、この後の再考も有り得るの

かなと思って伺ったところですけど、やっぱり使う側の身になって予算って編成するべ

きだと思いまして、今回まずこれ取り上げさせていただいたところですけど、今回この

予算、これで進むものと思うんですけど、是非その検証していただいて、またその結果

からどうあるべきかよくまた再考していただければというふうに思います。私自身は、

どっち使いますかって言われれば、やっぱり心情としては不活化ワクチンかなというふ

うに思います。大概そうなんじゃないかなというふうに思います。副反応が痛みだとか

熱だとかってありましたけど、今やってるコロナワクチンにしても、それは別に特別な

ことではなくて、出て当たり前のことだと思いますので、せっかく使うのであればどち

らがその効果が高いかというところ、この後もやっぱり検証しながら進めていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。

以上で終わります。

○議長（後藤 健） これにて６番秩父博樹議員の質疑を終わります。

【６番 秩父博樹議員 降壇】

○議長（後藤 健） 次に、８番安達成年議員。

（「はい、議長、８番」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、安達議員。

【８番 安達成年議員 登壇】

○議長（後藤 健） １番の項目について質疑を許します。

○８番（安達成年） 大地の会の安達成年です。今回、議案第３４号、令和５年度大仙市

一般会計予算の７款１項２目６５事業の地域の花火大会等応援事業費につきまして、１

項目質問させていただきます。

この応援事業費の主な内容は、見る限り花火大会運営補助、それから花火の打ち上げ

業務委託の２種類と、市内の小学６年生のふるさと教育の一環としての小学生花火観覧

事業となってございます。

まず 初に、誤解のないようにお伝えしておきますが、大仙市民の方々は、この花火

そのものに対して他の市町村と比べ、大変この花火に愛着を持っておりますし、一言で

言うと花火愛といいますか、そんなことでこの応援事業を通しまして私は大会や地域の

お祭りを大いに応援していただきたいなと思っております。そのためにも、市民の皆

さんには、この予算に対して疑義を持たれないような予算の執行であってほしいなとい
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う思いから今回質問、３点について質問させていただきます。

初に、第１点目ですけれども、この花火大会運営補助の春の章、秋の章のこの花火

大会は、大曲商工会議所と大仙市の共催というふうなことで示されておりますけれども、

共催ということは主催者でもあるということですので、この事業費の支出科目ですけれ

ども、補助金支出科目となってございます。これについて、この捉え方ですけれども、

この補助金支出科目で適正なのかというものをちょっとお伺いします。

それから２点目は、この事業費には、ふるさと応援基金が繰り入れられております。

これ自体は全国から寄せられたふるさと納税等の皆さんの善意ですので、大仙市の観光

に生かされていることは悪いことではないと思います。その中で、確か大会時には市有

地、市が管理している土地を大会用で一般の方々に臨時駐車場として提供しております。

その提供している中で環境整備の名目で駐車場の料金をいただいていると認識しており

ます。その金額のまず総額と、その使途はどのようなものかというか、実は当然その市

が管理しているということは、市の歳入としているのか、いくらかでも市に入っている

のであれば、この事業に充当して市の予算の支出をいくらかでも抑えることができるの

ではないかというふうに思っております。当然その始まる前は分かりませんので、可能

であれば大会終了後に財源の振り替えをするなどの措置の考えはないのかお伺いします。

それから３点目ですけれども、小学生の花火観覧事業で、参加希望者を２割と積算し

てございます。過去の実績に基づいてだと思いますけれども、観覧者を２割と見込んだ

根拠をお伺いします。冒頭にも申しましたけれども、大仙市のこの花火愛というふうな

ことで、この事業に関連して一般市民にも拡充されないかなという思いを、全国を見れ

ばいろんな花火大会で市民の優先席というふうなこともあるようですので、ということ

でお伺いしようかなと思いましたけれども、実は３月号の広報で何か大曲の花火大会の

市民の優先席といいますか、それを先に販売していただけるというふうな、記事に載っ

ておりましたので、私の聞きたいところ部分は９割方終わっておりますので、その部分

につきましては答えをもらうのであれば、もしかして将来的にもっと拡充していく話が

あれば、もしかすればというふうな部分も含めて答弁をお願いしたいと思います。

以上です。

○議長（後藤 健） １番の項目に対する答弁を求めます。冨樫経済産業部長。

○経済産業部長（冨樫真司） 安達成年議員の質問にお答えを申し上げます。

はじめに、春の章と秋の章への運営費補助についてでございますけれども、この運営
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補助金は「大曲の花火実行委員会」に対して補助を行っているものでありますので、適

切なものであると考えてございます。なお、補助金の支出に当たりましては、議員ご指

摘の点も踏まえまして、丁寧な説明を心掛けてまいりたいと存じているところでござい

ます。

次に、花火大会時における市有地を利用した駐車場の環境整備協力金につきましては、

実行委員会が大会運営に必要な駐車場の設営経費として利用者からご協力をいただいて

いるものであるため、市の歳入として取り扱ってはございません。なお、令和４年度の

四季を通じた「大曲の花火」における協力金は１，３１５万５，３８０円でございまし

た。駐車場設営経費１，６４９万２，４１４円の、その財源の一部に充てさせていただ

いているところでございます。

次に、小学生花火観覧事業につきましては、コロナ禍以前に教育委員会で行っていた

事業を引き継いだものであり、その事業実績であります利用者が２割弱という結果を参

考に予算計上をしたものでございます。

また、この観覧事業は、未来を担う子どもたちを「大曲の花火」に招待して、郷土愛

を育んでもらうことを目的としている事業でありますので、対象を一般の方に拡充する

という考えは今現在おりません。

しかしながら、議員がご指摘されるとおり、その花火に対する市民の愛情というもの、

市民から愛されて応援していただける大会というふうなことが、とても大切なこと、肝

要であるという思いから、先ほど議員が紹介していただきましたように、市民優先の販

売というものを今回から始めさせていただいたところであります。まずはそういったも

のを試験的に実施しながら、その実績を踏まえて、より市民から喜んでいただけるよう

な大会運営について、今後についても検討してまいりたいと、そのように考えていると

ころでございます。

以上でございます。

○議長（後藤 健） 再質疑はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、安達議員。

○８番（安達成年） 大変ありがとうございます。実行委員会というふうなことのようで

すので、私のちょっと勘違いもあったかもしれませんけれども。ただ、ホームページと

かＳＮＳとか書かれてあるのは、共催と書かれているんですよ。駐車場の予約も、市が
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管理している駐車場へ予約してくださいと書いてあります。なので、その表現の仕方だ

と思いますので、実行委員会であれば、実行委員会ときちっとうたってやると。だから

その一般の方々、市さお金を払っているという、勘違いなさっている方も多分多くいる

と思うので、そこら辺はやっぱり今後、やっぱり市民に応援されてやっぱり発展してい

く花火大会で、せっかく大仙市花火産業構想とこううたっているので、そこら辺はすよ、

何とか誤解のないような表現を外へ向けてやっていただければなと思うので、そこら辺

気をつけていただいて、しっかり予算の執行をやって決算を迎えるというふうなことで、

何とかお願いしたいなと。

後に１点だけ、小学生の２割は実績だということですけれども、今その２割の予算

しか持ってませんけれども、もしかして超えた場合は、当然それの措置はしていただけ

るというふうな、こちら一般の方々の認識でよろしいでしょうか。それだけお願いしま

す。

○議長（後藤 健） 再質疑に対する答弁を求めます。冨樫経済産業部長。

○経済産業部長（冨樫真司） 安達成年議員の再質疑にお答えを申し上げいたします。

お見込みのとおり、一応２割というふうなことで予算措置はしておりますけれども、

それを超えるというふうなことは大仙市としましても大変喜ばしいことというふうに考

えておりますので、将来ある若者といいますか、小学生に、是非その辺のところは何と

かして予算措置といいますか、していきたいというふうに思っておりますので、どうぞ

よろしくお願いしたいと思います。

以上です。

○議長（後藤 健） 再々質疑はありませんか。

（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） これにて８番安達成年議員の質疑を終わります。

【８番 安達成年議員 降壇】

○議長（後藤 健） 次に、２３番鎌田正議員。

（「はい、２３番」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、鎌田議員。

【２３番 鎌田正議員 登壇】

○議長（後藤 健） はじめに、１番の項目について質疑を許します。

○２３番（鎌田 正） 今回、農林部への４事業についてお伺いしたいと思います。
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まず 初に、６款１項３目６７事業についてでありますが、夢ある農業経営統合事業

のうちの夢ある畜産経営ステップアップ事業で導入されます堆肥散布用機械導入であり

ます。

耕畜連携を推進するためにも、是非とも必要な機械導入と認識しておりますが、今回、

土川の小杉山地区で面積１００町歩、会員数が９０名の全員の仮同意を得まして、農地

中間管理機構の管理ほ場整備事業が令和８年度の採択を目指して、令和６年度には法人

を設立し、営農開始を目標としております。

本年は高収益作物といたしまして、生食用のトウモロコシの栽培のために、中仙地域

の堆肥を利用し、機械を利用し、今回の実証展示をしたいと、かなり頑張っております

ので、誠に的を射た事業だったと認識しております。

また、大仙市内では大手ハム会社の預託事業で約４００頭の預託農家がおります。こ

こでも、この堆肥処理については非常に苦労しておりますし、何とかこの堆肥処理をお

願いしたいという強い要望がございまして、私もいろんなアドバイスをしながらの今ま

できた経緯、経過があるわけですけども、この堆肥を利用しまして、是非ともこういっ

た事業に耕畜連携をしながら水田、あるいは畑作に利用したいと、こういう農家がござ

いまして、是非とも令和６年度にもこの事業継続をしていただきたいと、まず 初のこ

のお願いでございますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（後藤 健） １番の項目に対する答弁を求めます。渡辺農林部長。

○農林部長（渡辺重美） 鎌田正議員の質疑にお答え申し上げます。

質問の、夢ある農業経営総合支援事業についてでありますが、本事業はこれまでの県

の夢プラン応援事業が令和４年、本年度、三つの区分に再編され、畜産部門においては、

新たに「夢ある畜産経営ステップアップ支援事業」として創設されてございます。

市では、これまで肉用牛の増頭や畜舎等の施設整備、自給飼料生産や耕畜連携に関わ

る機械導入など、県の補助率１２分の４に加えまして、認定新規就農者に対しては１２

分の２、また、農業元気賞受賞者に対しては１２分の３の市の独自のかさ上げを行いな

がら、特に若手の畜産農家が規模拡大しやすいよう支援してございます。

また、ウクライナ情勢や円安等の影響によりまして化学肥料が高騰する中、堆肥の活

用を一層進めるため、令和５年度当初予算では、耕畜連携の推進において もニーズが

高い堆肥散布用機械、マニアスプレッダーでございますけども 、に対するかさ上げ

を１２分の２に拡充したところでございます。
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市といたしましては、堆肥散布用機械導入や堆肥舎の整備など、堆肥が有効に活用さ

れるよう、国・県の事業に加え、市独自の事業を組み合わせながら今後も耕畜連携の推

進に努めてまいります。

以上でございます。

○議長（後藤 健） 再質疑はありませんか。

（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、鎌田議員。

○２３番（鎌田 正） 部長、今後とも推進はいいけれども、令和６年度には何とします

かと聞いているので、そこら付近をお答え願いたいと思います。あと再々までいかない

ので、ここで一発でお話してもらえれば。

もう一つ、実はこれ、事業推進はもちろんですけど、もう一つは、この堆肥のいわゆ

る畜産経営は３Ｋといわれる一つの中で臭いの問題もございます。今、全国で、例えば

宮崎県の延岡市では、灰による無臭化、あるいは先般、昨日ですか、新聞では、羽後町

で白神こだま酵母による無臭化、臭いの削減等々、こういった事例がたくさんございま

す。こういったことを農林部ではどのくらい把握しておるのか、これも含めてお答え願

いたいと思います。

○議長（後藤 健） 再質疑に対する答弁を求めます。渡辺農林部長。

○農林部長（渡辺重美） 鎌田正議員の再質疑にお答え申し上げます。

６年度ということでございますけれども、当然こちら、同様の形で耕畜連携推進のた

めに当然想定してまいります。

また、畜産に至っては、先ほど議員ご指摘のとおり、非常に臭気対策、以前ですと農

村集落自体が有畜の農業推進ということで、家畜の臭いというのは、これあまり皆さん

気にしなかったところなんですけれども、 近ですと、やはり付近の住家等からは、逆

に非常に臭いに対してはクレーム等も現にあるところでございます。市といたしまして、

具体的に 新のその臭気対策等については、例えば畜舎に換気扇のようなもの、これ脱

臭装置を付けたもの等もあるようですし、また、何かバイオマジックというような、そ

ういったものも使いながら臭気を抑えるというような取り組みも伺ってございますので、

今後もやはり畜産農家さんが、この地域で産業として進めていく上で非常に重要な対策

となりますので、ほかの優良事例等も参考にしながら適切に対応してまいりたいと考え

てございます。よろしくお願いいたします。
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○議長（後藤 健） 再々質疑はありませんか。

（「いいです」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） 次に、２番の項目について質疑を許します。

○２３番（鎌田 正） 次に、山林、森林についてでございますけども、６款２項１目の

２１事業についてお伺いしたいと思います。

豊かな森づくり推進事業の中で、人工林の再造林、あるいは森林作業道の支援事業に

ついていろいろ書いておりますけれども、こういった場所、あるいはこの場所が市有地

なのか民有地なのか、それから、作業道については、この地域も、あるいは今言ったよ

うに所有者は誰なのか、あるいはどの事業体が進めていくのか、これも一つお願いした

いと思います。まず 初お願いします。

○議長（後藤 健） ２番の項目に対する答弁を求めます。渡辺農林部長。

○農林部長（渡辺重美） 質問の、豊かな森づくり推進事業費についてお答え申し上げま

す。

はじめに、人工林の再造林を行う経営体と地域についてでございますが、市では再造

林の推進を図るため、市内の林業経営体への要望量調査、また、伐採届を受理する際に

林業経営体への意向確認を行ってございます。その結果、令和５年度においては、市内

外の４社が事業の活用を計画してございます。また、植栽を実施する地域につきまして

は、西仙北、協和、南外の、この３地域となってございます。

○議長（後藤 健） 再質疑はありませんか。

（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、鎌田議員。

○２３番（鎌田 正） 西仙、協和、南外と言いましたけれども、だからこれの事業体名

を教えてほしいということ一つと、それから、確かこれに、私今タブレット持ってきて

おらないけれども、９００万くらいの補助金が出るわけですけども、これって再造林す

るために当然主伐、再造林という形になるけれども、補助金じゃなくて、これは県費と

環境税でできる仕事ではないのですか。

それからもう１点、作業道については、これ古しい作業道を直すと、修理するという

ことで、約４万メーター、４０キロの作業道が出るわけですけども、これ簡単に言うと、

幅３メーターだと、作業道は３メーターだということだけども、４万メーターって掛け

る３メーターってば、１２ヘクタールぐらいなるんでねすか。面積でいくと、作業道で
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すよ。１２ヘクタールの山を削っていくってば、当然主伐もあるし、間伐じゃなくて主

伐ですよ。木、生えでれば。その材料はどこへ行きますか、これ。どこの収入になりま

すか。お願いします。

○議長（後藤 健） 再質疑に対する答弁を求めます。渡辺農林部長。

○農林部長（渡辺重美） 鎌田正議員の再質疑にお答え申し上げます。

まず、地域３地域ということで、具体的な林業の経営体ということでございますけれ

ども、まず西仙北地域においては、仙北西森林組合、また、株式会社門脇木材、また、

協和地域においては、同じく株式会社門脇木材、有限会社秋田グリーンサービス、そし

て南外地域では有限会社イトウ農園というような、これらの経営体となってございます。

また、作業道につきましては、確かに４０キロというような非常に延長の長い作業道

整備ということになりますけれども、こちら、一度作業道に関しては、１回国県の補助

を受けますと、２回目の作業道に対する修繕等、あるいはそういった補助金はなくなっ

てしまうというものでありまして、そのなくなってしまうがゆえの市の方で１割、１０

パーセントを支援するというものになってございますので、そういった対応でございま

す。

ただ、確かに延長が長くなれば、いろいろな樹種、林齢の構成も、その地域ごとに存

在するわけでございますけれども、その辺も重々、効率的な施行を基本としながらとい

うことになると思うんですけれども、進めていきたいなというものでございます。

いずれこちら、市有林という民有林と、私有林という形になりますので、それはさっ

き言ったような業者さんが施業して、必要な経費は業者さんが収入になるというわけで

すけれども、そこで何らかの利益が生じた場合は、当然トータルの中で、収支の中で、

それぞれ地権者等へも可能な場合もあるのかなと思ってございますので、よろしくお願

いしたいと思います。

○議長（後藤 健） 再々質問はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、鎌田議員。

○２３番（鎌田 正） ちょっと質問漏れたかな、質問の事項漏れたかもしれないけど、

この作業道って何年ぐらい前に作った作業道ですか。

それから、もう一つ、これって西仙で今モデル事業もこれからやろうとしているわけ

だけれども、それ以外の場所をやるんですか、これ。そこら付近もう一度お願いします。
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○議長（後藤 健） 再々質疑に対する答弁を求めます。渡辺農林部長。

○農林部長（渡辺重美） 西仙北地域の再造林の一貫作業体系のモデルと、こちらは確か

にユメリアの背後の部分で予定するわけですけども、それとは別という形になってまい

ります。

この作業道に関して、その経過年数どの程度だかというような質疑でございますけれ

ども、ちょっとその当初整備したタイミング、何年ということは後ほどお知らせしたい

とは思ってございますけれども、いずれ間伐。

（「やめれ、いい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい。

○２３番（鎌田 正） 再々質疑して、これ後からお知らせしますではねすべ、これ。

ちゃんと２月２７日ですか、この予算質疑出した時、あなた方の課長からちゃんと我々

に問い合わせ来てらすべ。聞き取りに来てるすね。私これちゃんとしゃべってるすよ。

これ何とですか、これ何とですかって。それ何も調べね、後で知らせるって、これどう

いうことだ。これ再質問ではねけれども、まあこれあどいい。まずもう次に入ります。

なんと、これでは駄目だすよ、部長。もう少しちゃんとやってくださいよ。「後で」は

ねすべ、何回も言うけれども。ちゃんと聞き取りして、これとこれは質問しますよって、

私からあなた方の課長に言ったねが。それ後でお知らせするってどういうことだすか。

これ何も予算質疑になってねんでねすか。これは駄目だすよ。もう少しちゃんとやって

くださいよ。

（「休憩だ」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） 議員がしっかり通告していることだと思いますので、当局側も答弁

をしっかりまとめてくださるようにお願いしたいと思います。

それでは、３番の項目について質疑を許します。

○２３番（鎌田 正） 次に、２２事業について、これも山の件ですけども、これはたか

が金額、一般財源も不足だ事業だわけですけれども、中高生の事業については、実は先

般、地元の支所の課長から説明受けましたので、これあえて質問しませんけれども、こ

の林業従事者の雇用支援事業について、金額は微々たるもんですけれども、これについ

てどの事業体、あるいはどんな方を対象にしてこの支援するのか、あるいは、こういっ

た前の今の事業も含めて、２１事業も含めて、この事業等について環境税なんか使われ

ない、一般財源で見ておるわけだけれども、これ、環境税で対応できないのかどうか、
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ここら付近も含めてお願いしたいと思います。

○議長（後藤 健） ３番の項目に対する答弁を求めます。渡辺農林部長。

○農林部長（渡辺重美） 質問の、森林魅力増進事業費についてお答え申し上げます。

中・高生に対する事業についてはということでしたけれども、先輩林業者を招いた

ジョイントミーティング、機械の操作体験、植林体験も今後予定してまいります。

本題の林業従事者の雇用支援事業と、対象経営体につきましては、森林組合と市内の

林業経営体となってございます。主な従事者要件は４５歳未満である方、市内に住所を

有する方、現場作業の年間労働日数の２分の１以上が現場で従事される方などとなって

ございます。令和３年度、事業の創設以降、林業経営体３社におきまして４名の林業従

事者の確保につながってございます。今後も国や県の支援制度のほか、市独自の事業展

開しながら担い手確保に努めてまいりたいと思います。

また、財源の問題でございますけれども、こちら、一般財源というような事業説明書

上、記載となってございますが、譲与税の方を活用した事業となってございます。よろ

しくお願いいたします。

○議長（後藤 健） 再質疑はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、鎌田議員。

○２３番（鎌田 正） 私は事業説明書を見ての質問です。なぜこれ一般財源なのかと、

前の事業も含めて。これきちっと環境税で対応でぎねえ事業ですか、それとも。これい

つそうすれば環境税で対応するのだすか。これただ我々、事業説明書見ただけで一般財

源だなと、おがしなと思っての質問ですよ。これ財政課だかもしれね、もしかあれだっ

たら総務部長なんとか、この点についてお分かりだったらお願いしたいと思います。

○議長（後藤 健） 再質疑に対する答弁を求めます。はい、総務部長いいすかな、総務

部長。

○総務部長（福原勝人） 鎌田議員の再質疑にお答え申し上げます。

予算の表記上、森林環境譲与税については、一般財源として表記させていただいてお

りますので、どうかよろしくお願いいたします。

○議長（後藤 健） 再々質疑はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） 鎌田議員。
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○２３番（鎌田 正） 令和５年度の環境税の取り崩し額、確か９００、１，０００万足

らずだったと思いますけれども、これ二つ合わせると２，３００万、４００万ぐらいに

なるんじゃないかと思います、一般財源として書いてるのは。これ 初からよ、取り崩

しとの絡みはどうなってるんだすか、これはそうすれば。一般財源と令和５年度の環境

税の取り崩し額との差っていうか、そこら付近何となってるすか。これ今初めて部長に

聞いたから、もしか分からねば後でも仕方ねす、これ。

○議長（後藤 健） 再々質疑に対する答弁を求めます。総務部長いいすかな、総務部長。

○総務部長（福原勝人） 鎌田議員の再々質疑にお答え申し上げたいところですが、今す

ぐちょっと即答できませんので、これについては後ほどよろしくお願いします。

○議長（後藤 健） 次に、４番の項目について質疑を許します。

○２３番（鎌田 正） 実はこの件も聞き取り調査の時にしゃべってるんだすよ。頼むで

本当に。ちゃんとやってほしいよ、本当に。何のためのこれ、我々も、私もそれなりに

調査しながら、見ながら何日も時間かけてやってきて、 後にこれではよ、本当力落ち

ますよ、本当に、悪いけども。信頼性に欠ける、本当。

それでは次に 、２３事業について、公有林の整備事業についてお伺いしたいと思

います。

先にこれは農林部長より、私もお願いして、この伐採計画、整備事業についての図面、

森林簿、そして積算根拠を提出していただきました。

それでまず 初に私、１番目についたのは、積算根拠のどこの事業体から提出してい

ただいたのか、そしてまた、これを見て現場で担当者が立ち会ったのか、そしてまた、

この積算根拠を検証したのかどうか、まずお伺いしたい。

次に、４カ所の伐採計画出されておりますけれども、船岡七袋ってちょっと分がらね

けど、七袋地区だと思いますけれども、森林簿の面積と積算根拠の面積が違っておりま

すよ、これ。確実に。こういった面積の違いも何も検証もしないで我々に出してよこし

たっていうのは、どういうことなのかなと。

それから、この七袋地区の面積は３８．０ヘクタールになっております。積算根拠の

面積は４３．９１ヘクタールです。そのうち森林簿の面積の内訳は、スギ２５．０９、

アカマツが２．５９、天然木って書いてるの恐らく雑木林だと思いますけれども、これ

が７．７、それから１０年前に主伐して全然生えてない面積４．１９ヘクタール、合計

３８．０５なはずです。私の計算機間違ってなければそのとおりなはずです。これが実
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際、４３．９１ヘクタールなっておりますよ。

それから、七袋地区だけじゃなくて境の岩渕ですか、ここも含めてですけれども、複

数回間伐しております。３回も間伐しておる場所もございます、この七袋地区は。それ

から樹齢が１０５年もなってるとこもあります。雑木も６０年から７０年もなっており

ます。アカマツも６０年から７０年もなってるとこもあります。こういったとこ、なぜ

間伐が必要なのか。

もう一つ、作業道が８，７００メーター施工される計算なっております。幅員３メー

ターの８，７００メーターってば、２万６，１００平米です。恐らく簡単にいうと２町

６反歩です。ここの面積で主伐された材積はどこへ計上されているのか、私の見間違い

だかもしれないけれど、どこへ計上されるのかお知らせ願いたいと思います。

それから 後にもう一点、積算の中で合板材、これは中仙地域の山ですけれども、搬

出単価が立方当たり６，１００円となっております。２月２０日現在の市場単価は立方

当たり１万５千円です。異常に安い単価になっております。パルプ材も立方当たり

６００円になっておりますけれども、１万３千円から１万５千円だといわれております。

ちょっと市場単価とかけ離れているのではないのかなと思っておりますので、これもひ

とつお伺いしたい。

それから、搬出単価ですけども、それぞれの山は起伏があって、山の形状がそれぞれ

一つ一つ違います。当然搬出はそれぞれの形状によって違うはずです。それが同じ単価

です。協和の単価は。これどういうことなのか、まずこの５点についてお知らせ願いた

いと思います。

○議長（後藤 健） ４番の項目に対する答弁を求めます。渡辺農林部長。

○農林部長（渡辺重美） 質問の公有林整備事業費についてお答え申し上げます。

まず今回、面積の相違、七袋地区の面積の相違ということでございますけれども、こ

ちらにつきましては確かに台帳面積として四十三点なにがしというような面積になって

ございますが、先ほど議員ご指摘のとおり、未立木のエリアも当然あるわけでして、た

だ、そこを全部足し込む上での面積的な数字の差異があるものと思ってございます。

また、搬出単価でございますけれども、こちらについては、県の造林補助事業標準単

価ということで参酌しながら事業費の方を積算してございます。確かに地域が違えば森

林の構成、また、勾配も違うと。積算単価も当然異なってくるのではないかというよう

なご指摘でございますけれども、いずれ県の造林単価を用いまして積算させていただい
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てございます。

また、樹種によって売り払い収入ということで異なる、これ当然のことなんですけれ

ども、その売り払い収入につきましては、仙北西・東の組合から売り払い収入として見

積りを頂戴して、こちらを収入と見てございます。非常に今の実勢単価よりも非常に低

いということでございますけれども、これはこちらの両森林組合からの見積りをベース

ということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。

いずれ今回、公有林整備につきましては、実際のところ、こちら令和５年度から農林

部に移管、所管替えとなる事業でございまして、その現場等を確認したかということに

なりますと、なかなか確認できてございません。令和５年度になりますけれども、４月

から森林専門監ということで採用も予定してございますので、雪解け後、即現場の方も

確認しながら、これが間伐なのか主伐なのかというような判断をしながら、公有林です

ので市有林の収入確保、これを大前提としながら、ただ、川中の担う製材業、非常に処

理が今滞ってあるという実態もあるようですので、その辺をトータルで判断しながら公

有林の方の整備推進に努めてまいりたいと思ってございます。よろしくお願いいたしま

す。

○議長（後藤 健） 再質疑はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、鎌田議員。

○２３番（鎌田 正） 部長、あなたの言ってること分かりますよ。これ、あなた、来年

の４月からこっちへ入ってくる担当なったことも分かります。財産活用課でやった仕事

だから、あなたもなかなか難しい答弁だと私もそれは理解しておりますよ。だから、誰

がこれ森林組合に丸投げして、丸飲みしたがと言ってるの、私は。丸投げして、こんた

積算根拠出して、それを丸飲みして、そしてこういった予算に上げてくるからつつかれ

るのよ。ちゃんと私も財産活用課の担当者に電話しましたよ。補助事業だから大丈夫

だって。冗談でないって。あなた言ったように、部長あなたも恐らく財産活用課から聞

いてきたから言ったかもしれねけども、県の単価と違いますよ、これ。確約できますか、

あなた今言ったこと、私に。もう１回私、県さ行って聞きますよ。違いますよ、これ絶

対。だから私言ってるのよ。私も自信持って言ってるつもりですよ、これ。だからそう

いったことやめて、私は何とか初めてだから分かりません、ごめんしてけれって言えば

私もごめんするども、もう少しよ、だからこれもちゃんと聞き取り調査の時、言ってき
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たすよ、私は。これもほれ、全然なってねんでねすか。その時、課長何と言ったど思う、

担当課長。いやあこの金額、私分かりません。したら調査したらいいっすべ、あんた方。

私これちゃんと聞きますから、質問しますからって言ってきたなだもの。さっきから

なんと全然なってねえもの、これ。もう少しよ、誠意持って対応していただきたいな。

我々も遊び半分でこういった質問してるんでねえすよ。あんた方ってば、それで飯食べ

でいるんだすべ。駄目だすよ、これでなば。これ予算質疑する意味ねえ、私は、こう

いったことしてれば。こんたによ、いい加減な予算質疑してで、何も前に進まない。ま

してやこの山のこと、私、全く山のことも分がらねして、いろんた調査、あるいはい

ろんた人から聞いて、いろんたこと喋ってるつもりだ。あなた方それより上手行がねば
う わ て

だめだすべった。我々に対して、説明する責任あるすべ。んでねすか。まずこの、誰が、

市、どこへ積算根拠求めたのか、それを検証したのかって、まずそれもあなたあと答え

てねえすよ、部長。ちゃんと森林組合、森林組合って言ったらいいすべった。なんとこ

れ、再々ども言ってらいね。再質問でこういった話してるごったら、本当たまったもん

でねえす。もう少しよ、丁寧にもっと対応していただきたいな。よろしく頼むすよ、本

当に。これ本当はあと、再々なるかもしれねけども、こういった質問してだば再々さも

つがねかもしれねけども、これ 後に市長にお願いですけども、これ、このくらいの山

をよ、旧協和町の先人たち築き上げた資産を、合併して大仙市の資産なって、今処分し

ようとしているときに、大仙市もこれから庁舎建設、あるいは学校建設、いろんな資金

需要がたくさんあるねが。こういったルーズな資産の処分して、本当に基金積み上げる

ことはできるのかって言いでの、本当。一般財源はみんなきゅうきゅうして５パーセン

ト削減だ、１０パーセント削減だって言いながら、肝心要のこういうどごは抜けて、恐

らく数千万の赤字だすよ。一番いい例、いいすか、令和３年に西仙の今モデル事業やろ

うとしている山を我々の地元議員の説明の時、６０町歩でたった６００万の収益しか見

でねがったすよ、補助事業受けだどって。これはおかしいやとクレームつけだっけ、３

年度に上げないで４年度に今のモデル事業やり出してで、いくら入るど思う。恐らく二

千五、六百万入りますよ。まだ伐採しねどさは今年の５月、６月に契約だってお話聞い

でるがら、これだってちゃんと主伐して再造林することによって、いろんなＪクレジッ

トなんても組めることなるし、植林することによって組めることあるし、こういったこ

とをよ、なしてやらねのが本当不思議でならないんです、私は。私の金ではねえすよ。

大仙市のお金だすよ、これ、財産だすよ。もう少し真面目に本当やってもらいたいな。
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まず 後に市長ですけど、これ新しい４月から森林監も採用なるようですから、是非

ともこの事業をゼロベースさ戻して、森林監ともう一度、再構築していただきたいと思

いますけども、いかがでしょうか。

○議長（後藤 健） 再質疑に対する答弁を求めます。はい、老松市長。

○市長（老松博行） 鎌田議員の再質問にお答え申し上げます。

これまでの予算質疑に対する対応のなってない点につきましては、本当に私からもお

わび申し上げます。本当に申し訳ありませんでした。

今ご指摘ありましたように、貴重な大仙市の財源、資源ということになりますので、

市の職員がそうした、今日いろいろご指摘あった点、知識、経験がないというようなこ

とも私も感じておりまして、今回、森林専門監を採用することにしたところであります。

今ご指摘ありましたように、いろんな事業については、森林専門監のご意見、それから

関係機関、関係者のご意見を聞きながらですね、大変恐縮ですけれども組み立て、もう

一度、事業を再構築させていただきたいというふうに思いますので、何とぞよろしくお

願いいたします。

○議長（後藤 健） 再々質疑はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、鎌田議員。

○２３番（鎌田 正） お願いします。終わります。

○議長（後藤 健） これにて２３番鎌田正議員の質疑を終わります。

【２３番 鎌田正議員 降壇】

○議長（後藤 健） 予算質疑の途中でありますが、この際、暫時休憩いたします。午前

１１時２０分再開でお願いいたします。

午前１１時０５分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午前１１時１７分 再 開

○議長（後藤 健） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

予算質疑を続けます。次に、２１番金谷道男議員。

（「はい、議長、２１番」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、金谷議員。

【２１番 金谷道男議員 登壇】
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○議長（後藤 健） はじめに、１番の項目について質疑を許します。

○２１番（金谷道男） 通告に従いまして、３項目について質問をさせていただきます。

はじめに、１款１項１１目２３事業の移住定住推進事業に関連して質問させていただ

きます。

昨日の一般質問の中にもたくさんありましたが、人口減少しているという現実の中に

あって、移住・定住政策は大変重要だと思われます。全国的には地方移住の流れが強ま

り、内閣府とか民間の調査会社による首都圏の住民を対象にした調査結果からその流れ

が読み取れます。

来年度の移住・定住事業の予算説明書で大仙市のこれまでの移住者の動向を見ますと、

なかなか増加傾向とは言えませんが、それでも近年、年間３桁の移住者がいることは大

きいと思います。

地方移住の流れは、ややもすると、これまでは「リタイヤ組が田舎でゆったり」と

いったイメージがあったように私も思っておりましたが、先ほどの調査の中で見ますと、

決してそうではなくて、働き盛りの方や若い方々の移住意向が非常に強くなっているの

が読み取れました。大仙市もこの流れに乗り、この流れを地域の元気に結びつけていか

なければならないと思います。

そこでお伺いいたしますが、事業説明書に記載されているこの移住された方々は、ど

こから移住されてきたのか、県内、東北、関東圏、あるいは関西圏など、それがどこか

ら来たのか、また、どこに移住されたのか、市内のその地域別にどのような動向になっ

ているのか、調査しているのであればお知らせください。

そして問題は、その方々がどのぐらい定住してくださっているかということだと思い

ます。これまで移住してきた方々のどのぐらいが定住しておられるのか、その定住率と

いいますか、定住具合もお伺いいたします。

そしてまた、説明書の中の課題でも述べているように、移住後のフォローが大事だと

思います。この点について令和５年度では、どのような予算内容で、どのような施策を

行おうとしているのか具体的にお知らせいただきます。

○議長（後藤 健） １番の項目に対する答弁を求めます。伊藤企画部長。

○企画部長（伊藤公晃） 金谷道男議員の質問にお答え申し上げます。

質問の、移住者に対する移住後のフォロー施策についてでありますが、はじめに、移

住地域別、出身地別の人数及び定住率につきましては、まずはじめに、本市におけます
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移住者の定義でございますが、これを「本市への転入者のうち、転入後５年以上住む意

思のある定住希望者」としておるところでございます。

移住者の把握方法でございますが、本市への転入時に実施しております秋田県人口移

動理由実態調査を用いており、同調査において本市に５年以上住む予定であるとお答え

になった方の世帯員全員を移住者としてカウントしておるところでございます。

同調査では、移住地域に関する設問はございません。ですので、市内の具体的な移住

先というものは把握できない内容というふうになっておりますが、本庁及び各支所にお

きまして窓口で手続きされた令和３年度の移住者の内訳、これについては大曲地域が

１９７人、神岡地域が３６人、西仙北地域が６人、中仙地域が３２人、協和地域が１５

人、南外地域が３３人、仙北地域が４９人、太田地域が１４人、合計３８２人というこ

とでございます。

また、同調査ですが、転入前の住所地に関する設問というものもございませんので、

移住元の把握ができず、定住率に関しても現状では把握できないというようなことに

なっておりますが、参考といたしまして、これまでに本市の移住支援制度、これを活用

した移住者については、前住所地、これの把握が可能であるということでございますの

で、その分析結果を７地方区分別に申し上げますと、北海道が２パーセント、東北地方

が３５パーセント、このうち県内からの移住が１６パーセントということです。このほ

か、関東地方が５１パーセント、中部地方が４パーセント、近畿地方が７パーセント、

九州・沖縄が１パーセントという内訳になってございます。

また、このうち、２月末現在も引き続き本市に住所を有している方、この割合は約

９６パーセントということになっております。

次に、移住後のフォロー策の内容と予算でございますが、議員ご指摘のとおり、本市

に移住された方々に定住していただくためには、移住後のフォローが重要であると感じ

ているところでございます。今般、第３期移住・定住促進アクションプラン（案）を策

定するに当たり実施した移住者アンケートにおいても、移住後に苦労したことや困った

こととして「近所付き合い」や「言葉の壁」などが挙げられており、しっかりとした

フォロー体制が定住促進において重要であるということが明らかになっております。

こうしたことを受けまして、同アクションプラン（案）では「市民と連携した移住・

定住を応援する仕組みの構築」を重点実施項目の一つとして掲げ、移住前のみならず、

移住後の悩みや不安の解消につながるサポート体制づくりを強化することとし、先進的
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な事例を収集・研究し、行政だけではなく地域住民や先輩移住者等が共に移住者の相談

に対応できる仕組みの構築を進めることということにしております。

また、主に移住希望者への職業の紹介、それから情報提供などを担っております移住

コーディネーターによる定住支援もしっかりと取り組みまして、配置に係る経費として

４０３万４千円を計上しているところでございます。

さらに、移住後に苦労したことや困ったこととして「雪寄せ」や「雪道の運転」と回

答する方もおり、移住後数年間は冬の生活に苦労があるとの意見を踏まえまして、雪国

で暮らすに当たり必要となる除雪用具の購入費や雪道運転講習受講費を新たに支援する

こととしており、雪国暮らしに係る支援に２００万円を計上しておるところでございま

す。

移住・定住への取り組みは、各自治体間で競争が激化しておりますが、本市の特徴を

生かしました「選ばれるまち大仙」の確立を目指し、若者や子育て世代をはじめ多くの

皆様が本市に移り住み「だいせんライフ」を楽しみながら定住していただけるよう、効

果的な施策を展開してまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（後藤 健） 再質疑はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、金谷議員。

○２１番（金谷道男） はい、ありがとうございました。移住・定住が人口減少の決定的

な決め手になるというふうには思っておりませんが、かなりのやっぱり、ある意味では

即効性のある施策だと思います。それで私は聞いたのは、どこから来て、どこに住んで

いるのかという、その一人一人の生き方というか、動機も含めて、そういったところの

把握が、これから移住先として選ばれる一つの要素としては大事なものではないのかな

と思っています。数字的には先ほど聞きましたように、全ての地域に何らかの形では、

市が関与した方のデータ分析でもそうなっている。全体から見れば、もっとあるかもし

れないということだと思います。市に直接関わらなくても、もしかすれば縁故とか人間

関係で来ているという人もいるのではないかなと思います。そういう意味では、一番そ

の情報が 初にというか、ある意味で確実に分かるのは異動届けなんだと思います。こ

れはその中に多分、前に住んでいたところの記載もあるはずですよね。そういったデー

タというのは、やっぱり非常に大事なものだろうと思います。それは移住定住促進課だ
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けが、この移住・定住の仕事をするという、決してそういう意味ではなくて、やっぱり

全庁でそういう情報をキャッチして、それを共有するという、そういう考え方がないと、

なかなかこの政策うまくいかないんではないかなと。もちろんそのときには、それぞれ

の支所の窓口も当然あることですので、そういったところのデータというのは私は非常

に大事なものではないかなと思います。それをやっぱり随時出せるように、タイムリー

に、情報ってまとまってから出すとなると、ほぼずれて、あまり役に立たなくなってし

まうということもあるので、まずは来ている人方の把握を重視してほしいなと思います。

実は先日、議員の有志で、これ山谷議員が議会には報告しましたが、四国の西条市の

方に行ってまいりました。非常に若い方の定住の多いところです。いろいろ参考になる

事例、私どももいっぱい聞かせていただきました。また、聞いてきました。その中で一

番思ったのは、やっぱり移住先の近所付き合いというか、その人の人間関係をうまく構

築できるかどうかというのは、受ける側の地域の、どんな人がそういう、来る人とマッ

チングするのかなということ、それが非常に大事なようです。あそこでお試しのレベル

から地元の人とマッチングするような、そんな考え方でやっているように私は感じてき

ました。これもう一つ、私、実際の自分の体験なんですが、私の隣のうちの空き家に、

ここ２年ぐらいの間に、人が非常に変わって、これいろいろ詳しい話をすると難しいん

ですが、要は転入の方が来られました。定着しないでほかのところに移られた方もおり

ます。これはいろんな理由があって転出されたんですが、その時に私、たまたま隣だっ

たもんですから、隣の仲間と地域の仲間と歓迎会をやって、出ていくときは送る会もや

りました。その時、何が一番あれだかといったときは、それだったんですよ。やっぱり

これから先考えるのであれば、やっぱりそこに住んでいたときに、隣近所にいろんなこ

と相談できる人がいるということが絶対だろうと。その方々から提案もらったのは、里

親みたいな制度考えられないものなのかなと。これ、西条市でもマンツーマンでお世話

をする人というか、そういう方を用意しているというか、なんかボランティアみたいな

形でやっておられるようでした。やっぱりそういった手立てというのが、これからは

やっていかないと、なかなか定住してもらえないのではないかなと思いますので、その

フォローのところですけれども、是非そういった方向を考えてみたらと思います。

まずはその調査をしっかりやっていただきたいということ。そしてその情報はちゃん

と共有していただきたいと。そしてまた、そのフォローを、移住相談員とかっていう方

おられるの分かりますけれども、そうではなくて、もっと身近にそういう人をつくるよ
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うなこと、そのためにはそれをやってもらう人を確保しないといけないわけです。こう

いったことも移住定住促進課だけでは私は難しいと思うので、そういった人を、人と人

を結びつけるのが行政の仕事だと西条市では言っていました。だから、両方をやっぱり

準備しないといけないということになると思います。そういった考え方で進めてはどう

かと思うんですが、いかがでしょうか。

○議長（後藤 健） 再質疑に対する答弁を求めます。伊藤企画部長。

○企画部長（伊藤公晃） 金谷議員の再質問にお答え申し上げます。

お話ありましたデータの活用につきましてですけれども、現在、異動した際の調書、

それから答弁しました、また別の資料というような形で、事務的にもちょっと手間がか

かっているというようなこともありますので、その辺についてはしっかりですね、どう

いったことに使えるのかというようなこと、こういった分析も当然進めなきゃいけま

せんし、次の施策にどうやって結びつけるかというようなことが非常に重要だと思いま

す。細かいところまでアンケートなりやれることをやってですね、各課と連携しながら

それは進めてまいりたいというふうに思っております。

それから、こちらに来てからの支援策とフォロー対策ですけれども、議員おっしゃる

とおり、やっぱりせっかくこちらに来たのに、実はなじめないとか、トラブルというよ

うなことがあってはいけないと、思い描いたものとは全然違うというようなことがない

ようにですね、我々としては選んでいただいたというようなこと、これをですね地域住

民の方、一緒になって、行政と一緒に考えていきたいなというふうに思っております。

当然支所の力も必要ですし、そういうのも考えていきたいということです。

それから、周りのサポートですね、これがやっぱり重要だというふうに思っておりま

す。我々今考えておりますのは、先輩移住者という方々が多くいらっしゃる民間の団体

等がございますので、そちらの方にお声掛けをさせていただきたいなと、今考えており

ます。そういった方々を利用しまして、一緒になって取り組んでいければなというふう

に思っております。

それから、里親制度というようなことで何か言葉ございましたけれども、これにつき

ましては、地域の住民、それから先輩の移住者、こういった方々からの意見も踏まえ、

相談しながらですね、どういったことが一番いいのかと、移住者それぞれ違うと思いま

すので、方々に合ったサポートというの、こういうのもちょっと勉強してみたいなとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
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○議長（後藤 健） 再々質疑はありませんか。

（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、金谷議員。

○２１番（金谷道男） 非常に移住してきた方から情報をもらうときに、面倒だとか、何

ていうのかな、そういうまとめてやるときには大変だという話でしたが、まさにそれは

ＤＸでやるべきものなので、そもそもが。どういったことを情報としてもらいたいのか、

それも簡潔にというような話であれば、大いに今、タイムリーなことだと思うので、

しっかりと、それをそして共有できるようにしていくべきではないかなと思います。

それから、移住してきた後のフォローのことなんですけれども、私、移住者の方々の

グループで移住してきた同士もいいと思いますし、それも当然一つの手立てだと思いま

す。ただ、そこにあんまりいくと、従来からの市民の人方と移住者のグループができる

ような変な形になると、それもまたまずいので、やっぱりそこら辺も、必ずしも私は里

親っつったのは、隣近所に住む人という意味では決してなくて、あるいは来た人と同じ

ような趣味を持っている方とか、そういった付き合いの中から広がっていってでもいい

だろうし、要はマンツーマンでいろんなことを相談、その人が全部解決できなくても、

その人が紹介して次のステップにというような、これも西条市言ってました。人と人の

つながりが新しいつながりを生む。だから、そういったことも想定しながらやるという

ことになると思います。だから私、支所の方でも、しっかりとそういう思いを、何か今、

近の、私変なこと言いますけども、市役所の中、どうもその横の連携が私は悪いよう

に思います。やっぱりもうちょっとみんなで一緒にやるって、市長言ってますから、

やっぱりそういったところの共通したものをちゃんと持ってやっていっていただきたい

なということを申し上げまして、まずこの質問についてはこれで終わります。

○議長（後藤 健） 次に、２番の項目について質疑を許します。

○２１番（金谷道男） 次に、大豆の産地化推進事業について質問いたします。

米に代わる土地利用型作物は、大豆と飼料作物が大仙市には適していると私は思って

いますし、多分関係した皆さんの考え方も一致したのではないかなと思っています。そ

のため、国も県も市も連携して、これまでいろいろな支援策を講じてきましたが、基本

姿勢は変わってないと、私はずっと 初から変わってないと思っていますが、施策の細

部になると、たまたま今回話題になりました水田活用直接支払交付金の例のように、や

やもするとなんか猫の目でないかというようなことも言われかねません。これは施策の
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後の話だと思います。また、今日はその話をするつもりはありませんが、そういうこ

とはさておいて、私は農業はしっかりとした作物を作り、しっかりした農地で生産し、

そして出荷することこそが食料自給率を上げる 大のものだと思います。そういった意

味では、量を出すということも、もちろん質も含めての話ですけども、非常に大事なこ

となんではないかと思います。

そこで大豆の産地化推進ですが、事業説明書のチェック欄で「技術の平準化、レベル

アップが必要」と記載しています。これずっとそう記載されています。それで、そのた

めの支援策の一つとして予算では収量と品質を基準にした成果に対する助成金支給と、

もう一つは土地に対する投資といいますか、有機を使った場合の助成金、この流れに

なっているようですけれども、私はもう一歩踏み込んで、収量・品質向上の基本となる

土づくりと品種改良についても、やっぱり施策として取り組まなければならないのでは

ないかなと思っています。

一つ目は、先ほど鎌田議員の質問の中にもありましたが、いわゆる耕畜連携で堆肥を

散布する機械というのもあります。これも大事なことだと思います。でももう一つは、

土づくりに非常に大切な有機質の堆肥を供給できる、そういった体制、そのものを供給

できる体制へ進めていくことも一つの方法ではないのかなと思っています。そのための

仕組みをどうするかということなんですけれども、これ１２月の時も言いました。行政

がそれを全部やるというのは、私はもちろんあまり勧めないし、やるべきでないと思っ

てますが、ただ、情報をしっかり集めて、そして生産者、あるいは生産団体、本当はそ

こが意欲的に取り組めば一番いいわけですけれども、今のところ見ていると、なかなか

そこから生まれてくるような雰囲気では、何か大仙市の場合、私ないのかな、具体的に

言えばＪＡさんも含めてですけれども。取ったものを売るやつはいいけども、作るとこ

ろまでってなると、どうも少し踏み込みが甘いのではないかなというふうに考えていま

す。

また一方で畜産農家の方は堆肥の処理がやっぱり大変だと。私の近所にも酪農で苦

しんでいる方がおりますが、この方もやっぱり今、堆肥のこと、プラス酪農が大変に

なっていますんで支援よろしくお願いしますが、ちょっと余計な話をしましたが、そう

いったことで、そこを結びつけていくようなことを働き掛けとしてやられないかという

ことです。

それからもう一つ、品種の問題です。やっぱり収量を見てみますと、ずっとこれも前
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から私言ってますが、大豆の生産量って意外と伸びてないんですよ。多分、私、農家で

ないので、あまりこういうこというと、ここにたくさん農家の出身の議員さんおります

から怒られそうですが、どうも大豆については、ここら辺の言葉で言えば、あばのほが

というような思いがちょっとあるのではないかなと思っています。これに米を作るのと

同じぐらいの情熱を持って土づくり、ほ場づくりやれば、もう少し収量が伸びていけば、

結局、実入りが多くなるという話になると思うので、そういったこともどっかに働き掛

けをしてやっていく必要があるのではないかなと思っています。そういったことを農政

担当のところで考えて、予算を組んでおられるのか、そして、今年度からそういった面

をどうやって進めるかお考えがありましたらお聞かせください。

○議長（後藤 健） ２番の項目に対する答弁を求めます。渡辺農林部長。

○農林部長（渡辺重美） 質問の、大豆産地化推進事業費についてお答え申し上げます。

市では、広範な水田の有効活用と農業所得の向上を目的に平成２６年度より独自の大

豆振興策に取り組んでおります。一定以上の収量、品質の確保を基本要件に、令和５年

度からは、今の国の施策への対応ということもございまして、ブロックローテーション、

また、有機質肥料の使用、これを要件に加えまして、引き続き第４期目となる事業によ

りまして産地化を進めることとしてございます。

議員ご指摘のとおり、高収益・高品質の大豆生産を維持するためには、土づくりが大

変重要であると捉えてございます。令和５年度当初予算では、県の「夢ある農業経営総

合支援事業」によりまして堆肥散布用機械の導入、また、堆肥舎の整備、こちらを支援

いたしまして耕畜連携を推進してまいりたいと考えてございます。

また、耕畜連携の体制づくりでございますけれども、県の事業になりますけれども、

やはり耕畜連携を推進するため、由利、仙北、平鹿と、この３地区におきまして、耕畜

連携推進に関わる実証を進めていくと。こちらは高収部門、畜産農家さん、そして市町

村、また、ＪＡも当然入りながら、その供給体制も含めて実証していきたいという内容

でございます。当然こちらに市としても参画してまいりたいと思ってございます。

また、大豆の品種につきましては、多収・良質で加工適正に優れ、秋田県唯一の奨励

品種でございます「リュウホウ」、こちら一辺倒でございますけれども、生産者が実質

的な品種を選択できないような状況に陥っているというふうに認識はしてございます。

品種の開発に関連した予算というのは、市の予算にございませんけれども、やはり生産

者が国産大豆の需要の高まり、また、生産現場の実情に応じた品種の選択できればそれ
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に越したことはないと。まして多収性の品種であれば、なおいいと、これ当然のことで

ございますので、西仙北地域にございます農研機構東北農業研究センター大豆育種グ

ループ、こちらにも相談してまいりたいと思ってございますし、新たな奨励品種の採用

についても県に対して要望してまいりたいと思ってございます。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（後藤 健） 再質疑はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、金谷議員。

○２１番（金谷道男） 耕畜連携で県でもやるというような話で、それに乗っかっていく、

それもそれだと思いますけれども、どうもそれでやっていると何かスピードアップしな

いような、相談、相談で終わってしまうようなところが非常に危惧されますので、私何

回も喋っていることなんです。

それから、畜産やっている方々自身で、自分で、その出たものを自分で加工して処理

というのも、結構これも大変な話じゃないかなと思っています。大仙市内でも中仙、太

田周辺は畜産農家ありますし、ほかの隣接の所にもあると思うので、美郷では今、何か

増築しているようであります。だから、それも自分たちの物、前に私ちょっと話したと

きは、自分たちの物の処理でもう目一杯だというような話もしていました。だからやっ

ぱりある程度加工したというか、有機質堆肥として園芸でも使えるようなところまで

やっぱりやるという考え方を持たないと、園芸の方も同じことが言えると思うんですよ。

そういう意味では、前も言いましたが、民間の力をやっぱり少し探って、そこのコー

ディネートをする、別に行政がそれをやるという話じゃなくて、今日、鎌田議員も話し

ていましたが、そういった動き全国にあるようです。実際、生産も全部自分たちの方で

やるので、集めてくれというような会社もあるようですので、やっぱりそこら辺のこと

をしっかり情報を取って、この先やっていっていただきたいなと思います。やっぱり農

業で生きるからには、土を甘く見てはいけないのではないかなと、門外漢の私がいつも

言って大変失礼ですけれども、何回も使えるから土は価値があるんだと思います。使い

捨てで売ってしまえば、あと何もそれで終わりですから、価値は生みません。やっぱり

何回も使える、だからいいのだと思うので、そのところをやっていっていただければと

思いますので、何とか品種改良も含めて行動していっていただければありがたいと思い

ますので、その点お願いしてこの件の質問を終わります。
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○議長（後藤 健） 次に、３番の項目について質疑を許します。

○２１番（金谷道男） はい、これも簡単に申し上げます。

新規就農者の支援対策事業の関連ですけれども、今、後継者がいない農家が出てきて

いるようであります。これからも多分出てくるんだと思います。今の主力の方々、私た

ちの世代ですので、だからそこでは地域で受けてくれるところがあれば、それはそれで

いいでしょうけれども、なかなか地域で受け手がいないというふうなことも出てくるよ

うでありますし、事情があって何か地域にはというような方もおられるようで、いろん

な事情がそこにはあると思います。

それで、私言いたいのは、移住・定住と結びつけた農業をやりたい移住の方と、それ

から農業後継者を求める農家、このマッチングするようなことできないだろうかなと。

今、商工業では非常にそれを、事業承継事業として何年か前から非常に力を入れてやっ

ているようであります。そういった仕組みができないのかなと思ってちょっと調べてみ

ましたら、全国的には全農をはじめ民間の会社で、いわゆる商工業のＭ＆Ａをやるよう

な会社で一生懸命募集しているようです。あまり登録中のは見えなかったんですが、そ

ういったもの、でも農業は独特の私、産業だと思うんです。やっぱり地域と関わる中で

やっていかなけりゃならないことなので、その点について何かこれ農林部というよりも、

もしかすれば農業委員会の仕事かもしれません。何かそういう両者を結びつけるような

システムを考えられないのかなと思って質問させていただきますが、そういうお考えは

いかがでしょうか。

○議長（後藤 健） ３番の項目に対する答弁を求めます。渡辺農林部長。

○農林部長（渡辺重美） 質問の、新規就農者育成対策事業費についてお答え申し上げま

す。

研修施設、東部・西部ということで、未来の担い手の育成ということで進めているの

はもとよりなんですけれども、就農後の支援策ということなりますと、国の、当時は

「青年等就農資金」というような、年間１５０万というような制度があったり、また、

近では、それと併せて機械導入も支援しましょうというような動きになってございま

す。

研修生の形で見ますと、多くが親元就農の農業法人への雇用就農という形態でござい

ますが、就農後の農地の確保については、比較的容易なのかなというふうに感じてござ

います。
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しかしながら、今、移住定住の方、全く縁も所縁もない方がこの地域で農業を始めよ

うとした場合というのは、農業機械の準備はもとより、農地の確保、これも大きな課題

となってくるものと思ってございます。こうした課題の解消を図るため、県では令和３

年度末に「スタンバイ農地事業」という形の制度を制定してございます。本事業は、公

益社団法人秋田県農業公社が農地の出し手から農地を借り受け、新規就農者が研修終了

後、速やかに農地を利用できるよう、 長２年間、農地の賃借料、賦課金等を負担する

事業でございます。市といたしましては、こういった国、あるいは県の事業の活用はも

とよりなんですけれども、やはり先ほど、移住・定住のお話もありましたとおり、機械

あるとか、作業小屋であるとか、そういった物理的なマッチングというのは多分これ、

それぞれの需要があって、今後、より具体的な件数も出てくると思いますけれども、何

分、人と人という部分なりますと、これやはり双方の信頼関係という部分も非常に大き

なウエイトを占めてこようかと思ってございます。人と人、人と農地の結びつきにつき

ましては、農業委員会、こちらと連携しながら、将来的にはやはり新規就農を希望され

る方々の移住・定住というような視点で、多分、大勢を占めるということではないと思

うんですけれども、一つの切り口という部分では対応してまいりたいなというふうに考

えてございます。よろしくお願いいたします。

○議長（後藤 健） 再質疑はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、金谷議員。

○２１番（金谷道男） まず入口で、そういう意思のあるような農業者がいるものかどう

かということの調査みたいなのをやってみたらどうかと私は思います。これ、さっきも

言いましたように、もしかすれば農業委員会の仕事かもしれませんが、そういった方向

で地域を守るという一つの手段になることだと思うので、前向きに取り組んでいただく

ことをお願いして終わります。

○議長（後藤 健） これにて２１番金谷道男議員の質疑を終わります。

【２１番 金谷道男議員 降壇】

○議長（後藤 健） 予算質疑の途中でありますが、この際、昼食のため暫時休憩いたし

ます。午後１時再開でお願いいたします。

午前１１時５５分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………
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午後 ０時５８分 再 開

○議長（後藤 健） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

予算質疑を続けます。次に、７番青柳友哉議員。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、青柳議員。

【７番 青柳友哉議員 登壇】

○議長（後藤 健） １番の項目について質疑を許します。

○７番（青柳友哉） よろしくお願いします。大地の会の青柳友哉でございます。通告に

従いまして、一般会計予算の２款１項１０目デジタル改革推進費についてお伺いいたし

ます。

ＤＸデジタル改革、変革ですが、デジタル技術によって変革を起こし、大きな効果を

生むことを目的としています。ＤＸの推進は、国や地方自治体の生き残りがかかった重

要な事項だと思っており、私もＤＸ推進をできることからどんどん進めていただくべき、

進めていくべき、そう思っています。

一方で、地方自治法では、地方公共団体はその事務を処理するに当たっては、住民の

福祉の増進に努めるとともに、 小の経費で 大の効果を上げるようにしなければなら

ないと規定しています。何事も１円でも安く、そういう意図ではないと理解しています

が、事業に当たって費用対効果についてを常に意識しなければならない、そういった認

識でもおります。

そこで、費用対効果を検討するための情報をいただくために今回質問いたします。

まず、スモールスタートといわれているスポーツ関連の４０施設１２０部屋分の予約

をシステム化する場合についてお伺いします。

１点目、施設の利用に関してですが、これらの施設の年間利用者数と、年間の予約件

数について想定数を教えてください。

２点目、業務負荷の軽減について、以下教えてください。現状、予約に関する業務に

割かれている時間数、それから、この予約システムを導入することで、どれほどの業務

時間が削減されるのか、その算定根拠、また、予約システムを導入することで削減でき

る費用、人件費とか業務委託費、それはいくらか。また、その算定根拠。

３点目が、システム費用について確認します。ランニング費用は１年間（１２カ月）

で３４９万８千円となるという認識でおりますが、これはよろしいでしょうか。
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次に、当初のスポーツ関連４０施設、これが登録された状態の予約システムに対して、

残されたスポーツの関連施設２７、また、文化関連の４５施設、これらを追加する場合

についてお伺いします。

１点目、施設の利用に関してですが、施設数は足し算すると１１２になると思います

が、部屋数はいくつになりますでしょうか。また、全１１２施設の年間利用者数と年間

予約件数について想定数を教えてください。

２点目、システム費用についてですが、残されたスポーツ関連の２７施設、文化関連

の４５施設をこの予約システムに追加する場合の導入費用、追加費用についてお教えく

ださい。また、全１１２施設となった場合のランニングコスト、年間のランニングコス

トを教えてください。

施設追加についての質問は以上です。

次にですね、コストとトレードオフになる項目についてお伺いします。

動作の前提ですが、まず稼働時間、このシステムは２４時間３６５日使えるものなの

でしょうか。また、システムトラブルの許容度ですが、万が一、故障とか障害が発生し

ても、急いで復旧すれば構わないと考えられますか。それとも、絶対にシステムトラブ

ルを起こさない、発生させてはならないという前提で考えてらっしゃいますでしょうか。

後にセキュリティについてなんですが、個人情報を扱いますよねということと、ま

た、その個人情報のほかにセキュリティ上、押えておかなければいけないポイントがあ

るともし思われている点があれば教えてください。

ここまでは主に費用に関する内容を中心に質問させていただきました。

次にですね、期待される効果についても確認させてください。

まず、施設を利用する市民にとっては予約の利便性が向上するという効果がある、こ

れはよく分かりました。

次に、問い合わせ対応の削減による業務の効率化と担い手不足への対応というふうに

あります。ここが気になっています。確かに業務量は減ると思うんですね。予約を受け

付けている分がシステムになるので。なんですが、その業務量が減ったことで、本当に

各施設の管理人さんたちが、楽にはなると思います、楽にはなると思うんですが、それ

によって本当に人件費が下がったり、雇う方の人数を減らせたりするのかなというのを

ちょっと疑問に思っています。管理人さんたちが早く帰れるようになったり、３人で今

までシフトに入っていたのが２人でよくなったというようなことが起きるというふうに
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は、ちょっとパッとそういうふうには思えないんですが、いかがでしょうか。

また、予約状況、利用状況のデータ利活用とありますが、これらはどのように利活用

して、その結果、どのような効果を得られるというふうに期待されているのでしょうか。

後に、予算化とその経緯についてお伺いします。

この公共施設予約システムの導入ですが、国のデジタル田園都市国家構想交付金、こ

れのデジタル実装タイプワンというものが活用できるのではないかなと思うんですが、

今回これ全て一般財源で賄うつもりでしょうか。また、今回の予算額をどのように決め

たのかについても教えてください。

あとさらにですね、市を挙げてＤＸを推進していくことを考えたときには、この金額

で、この予約システム一つだけを導入するというのは、ちょっと物足りないかなと個人

的には思います。ほかに導入を検討されたシステムはありませんでしょうか。また、あ

るならば、今回それらを予算化しなかった、もしくはできなかった理由も教えてくださ

い。

それから、ＣＩＯ補佐官がもう今年いらっしゃりますが、このＣＩＯ補佐官、今回の

予算化にどの程度関わっていらっしゃいますでしょうか。例えば複数の候補となるシス

テムがあったとして、その中からまずこの公共施設の予約システムを導入しようと決め

たというプロセスとか、要件の整理をしたり、製品の調査をしたり、予算額の決定のプ

ロセスがあったりと、それらにどれほど関わられたのかについて教えてください。

以上、質問に対してのご回答をお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。

○議長（後藤 健） １番の項目に対する答弁を求めます。福原総務部長。

○総務部長（福原勝人） 青柳友哉議員の質問にお答え申し上げます。

質問の、公共施設予約システムにつきましては、平成１９年３月に策定した「大仙市

地域情報化計画アクションプラン」において既に計画されておりましたが、当時のネッ

トワーク状況などの理由から、これまで導入を見合わせておりました。

しかし、「行政サービス改革大綱」における重点取り組みの一つである「行かなくて

済む『市役所』の推進」、それから、令和３年度・４年度の「市民による市政評価」に

おけるオンライン手続き移行への要望、県内各市における導入状況などを考慮し、この

たび導入することといたしました。

令和５年度におきましては、７月にオープン予定の多目的人工芝グラウンドを含むス

ポーツ関連４０施設について、各施設の予約単位を「一部屋」といたしまして、約
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１８０部屋とすることで導入を計画しております。

この規模でのランニングコストは、見積り上ではありますが、議員ご指摘のとおり年

額は３４９万８千円と積算しております。ただし、令和５年度においてはシステム選定

や構築期間がございますので、予算上は余裕を持って９カ月分を計上したところであり

ます。

今般の予算につきましては、ＣＩＯ補佐官から先進自治体での事例や業者を紹介いた

だいた上で、クラウドサービスを利用する形式を想定し、他自治体において導入実績の

ある複数社からいただいた参考見積りを基に計上しておりまして、国のデジタル田園都

市国家構想交付金デジタル実装タイプのＴＹＰＥ１に申請済みであります。

今後、システムの選定に当たりましては、公募型プロポーザル方式を予定しておりま

すが、それぞれ特色ある仕様を持っていることから、ＣＩＯ補佐官からも助言をいただ

きながら、当初導入分と追加分のイニシャル・ランニング両コストを重点評価項目とし

て、費用対効果のバランスの取れた必要十分なものを選定し、市民にとって分かりやす

く、利用しやすいシステムとなることを念頭に進めてまいりたいと考えております。

４０施設における令和３年度の実績では、予約件数が延べ２万５，７２２件、２９万

１，４１２人の利用者数となっておりますが、利用に当たっては、電話あるいは直接来

ていただいて申請書への記入をしていただいており、仮に１件５分として年間約

２，１４３時間を割いていることになります。「市民による市政評価」におけるオンラ

イン手続きへの移行要望が約６０パーセントであることから、導入後のオンライン手続

きへの移行率をこの数値と仮定いたしますと、電話での受け付けと申請書への転記及び

整理・集約で年間約１，３００時間、人件費換算で約２７５万円の削減が見込まれ、あ

わせて申請のために施設に来られる方の移動時間等の削減とペーパーレスにもつながる

ものと考えております。

全１１２施設における部屋数は約５００部屋でありまして、これも実績から年間の総

利用者数を６８万人、総予約数を７万１千件と想定しております。残り７２施設約

３２０部屋の追加費用については、参考見積上では約９６０万円、全１１２施設のラン

ニングコストは、同じく参考見積り上では月額約６０万円となります。システムは、

２４時間３６５日いつでもスマートフォンなどから施設の空き状況が確認できるととも

に、そのまま予約できることを想定しております。

システムにトラブルが発生した場合は、これは並行して行っておりますけれども、電
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話等で予約をしていただくことになりますが、早急な復旧体制はシステム選定における

重要なポイントと考えております。

オンライン予約に当たっては、まずは住所・氏名等を入力して「利用者登録」をして

いただき、ここで付与されるＩＤを使用することで次回以降は簡単に予約できる仕組み

を想定しております。なお、当然のことながら、ここで得た個人情報は各種法令等を遵

守し適切に管理するほか、外部からのアクセスを許すシステムですので、不正アクセス

からのシステム保護などにも意を配してまいります。

また、先にご説明いたしました受け付け時間と人件費の削減効果は４０施設分のもの

であり、従事する職員の削減に直ちにつながるものではありませんが、今後の運用に当

たって検討すべき課題と捉えております。

次に、システムにより集計される各種施設での利用者数等のデータにつきましては、

まずはオープンデータ化、これは行いたいというふうに考えております。このほか、施

設の改築・統廃合などを検討する際のエビデンスになるものと考えております。また、

利用動向に応じて施設の機能充実などにも活用できるものというふうに考えております。

後に、令和５年度におけるその他のシステム導入につきましては、それぞれ所管課

における予算となりますが、電子契約システム、人事給与・庶務事務システム、給食費

管理システムなどの新規導入、これを計画しております。

以上でございます。

○議長（後藤 健） 再質疑はありませんか。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、青柳議員。

○７番（青柳友哉） ありがとうございました。ある程度、考慮して準備されているなと

いうことが伺っていて伝わってまいりました。その点をひとつまず、ちょっと安心をし

ました。

ただ、ちょっと費用対効果という意味では、ちょっとその効果に対する費用が大きい

ような気もします。僕はちょっと民間の感覚だったので、行政の感覚、 初、システム

の金額観って分からなかったので、今回この質疑させていただくに当たって調べたとこ

ろ、確かに相場観としてはそれぐらい、行政向けのシステムとしては、かなとは思うん

ですが、例えば予約１件当たりに対して、この今のランニングコストいくらになってる

のかなってざっと今計算したら、大体１３５円ぐらいなようなんですね。それぐらいな
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らいいのかなともちょっと思いながらも、これ、ずっと続いていくものになるので、ど

ちらかというとイニシャルよりもランニングコストが高いことをちょっと気にはしてお

ります。これが全部、先ほど言われていたクラウドシステムに乗るとすると、全部その

費用が市外に出ていく、支払ったものが全部市外に出ていくということになるので、も

うちょっと、そのイニシャルコストに関してはちょっと懸念をしています。補足をする

と、要は建物を建てました。１億円で建てました。年間の維持費が２，０００万かかり

ますとかいうことは今まで公共施設造るときに、結構さんざん気にされてきたことだと

思うんですね。システムもかなり似ていて、システムを 初に入れるときの金額よりも

５年、１０年って使ったときのランニングコストの方が、やっぱり大きくなっていくこ

とがよくあります。今回でいうと、イニシャルに対してランニングコストが３割だった

りとかするわけですね。１１２施設になったら、もう年間７２０万円になるということ

です。これを例えば５年、１０年と見ていくと、これ必ず払うというのを分かった状態

で僕らは今回この予算を通すという形になるので、ちょっと僕ら議員としても、きちん

とそこは自覚をして、市民の皆さんから今後、毎年７２０万円使ってこのシステムを皆

さんに使ってもらって、それが便利だから良かったねって言ってもらえるかを考えなけ

ればいけないかなというふうに思います。これはもう我々の仕事としての自覚もそうで

す。ただ、予算を立てられる時点で、そこはきちんと考慮した上で予算立てもしていた

だきたいなと。あと、プロポーザルのときの選定もですね、していただきたいなと思い

ます。

あと、先ほど言われてた人工芝グラウンドについては、多分一番 初の施設４０の中

に入れられるというふうな形なのかなと思いました。ちょっとどっちとも聞こえたとい

う形だったので、一応念のためそれを確認させてください。

あとですね、 初の４０施設をちょっとどう選ばれたのかなというのを伺ってみたい

なと思います。何でかというと、これ、１施設当たり、もしくは１部屋当たりの年間の

予約数をちょっとさっと今計算してみたところ、 初の４０施設と後から入れる１１２

施設、ほとんど大差ないんですね。何か 初に４０入れるんだったら、要は効果があり

そうなところからまず入れればいいのになっていうのが思ったところなので、そこが伺

いたいです。逆に管理人さんがそのシステムをやりやすそうなところを逆に４０選びま

したとか、地域のバランスを取りましたとか、利用者さんの特性で４０選んでますとか、

いろんなパターンあると思うので、これもどういった形でその 初の４０を選ばれてい
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るか、この辺をお伺いしたいなと思います。

あとですね、このデジタル田園都市国家構想交付金、このデジタル実装タイプの１を

使いたいなと思われて、もう申請済みということですが、この交付金ってイニシャルコ

ストは国である程度面倒見ますと、半分面倒見ますと。ごめんなさい、半分じゃなかっ

たらごめんなさい。確か半分だったと思います。ランニングコストは自治体で負担して

ねということだと思います。これを入れると、やっぱりちょっとこのシステム、市民の

方々から受けが良くなかったとか、効果が悪かったので、やっぱり違うシステムにした

方が良かった、製品を後から入れ替えようと思ったときに、それはできないんですよね、

基本的には。要は、ランニングコストを自治体で見る、これを何年も使うつもりで国に

申請して、この交付金をいただいているので、ちょっとこの交付金の趣旨に合わないで

すね。試しに１年目入れてみました。２年目からは違うものの方がやっぱり良かったの

で、２年目変えますということができない交付金になっているので、その点ちゃんと覚

悟を決めて製品選定しなきゃいけないと思うんですね。このあたりを気をつけていただ

きたいなと思いますので、プロポーザルのところはきちんとやっていただきたいなと思

います。

すいません、何点かちょっとばらばらっと質問させていただきましたが、回答をお願

いいたします。

○議長（後藤 健） 再質疑に対する答弁を求めます。福原総務部長。

○総務部長（福原勝人） 青柳議員の再質疑にお答え申し上げます。

まず、費用対効果の検討ということでございますが、確かに議員おっしゃるとおりで

ございまして、我々今回の予算計上に当たりましては、システムをきちっと確定した上

で、想定した上で予算計上したということではございません。まずただ今、議員からも

ありましたとおり、標準的にはこのぐらいは覚悟できるだろうなというところで参考見

積りを計上したということでございます。したがいまして、先ほども申し上げましたと

おり、プロポーザルによってシステムを選定してまいりますが、詳細な機能要求等は、

現在既に着手しておりますが、やはりその必要十分、それから費用対効果という面を重

視しながら選定に当たりたいというふうに考えております。

そういうことでございますので、当然交付金も申請済みで、３月中旬過ぎには内示が

あるものというふうに考えておりますけれども、ここら辺も十分に考えた上でシステム

選定を行ってまいりたいと思っております。
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それからあと、人工芝グラウンド、これは７月からオープンしますが、これも使える

ようにしたいというふうに考えておりますが、ただ、７月のオープン時にシステムが構

築できているかというと、業者選定に４月から取り掛かりますと、プロポーザルですと

３カ月ほどかかります。したがいまして、契約は恐らく６月末ぐらいになると。構築に

着手するのが７月でございますので、オープン当初はシステムはなかなかちょっと難し

いのかなというふうに考えております。

それから４０施設はなぜ４０施設かということでございますが、これにつきましては、

様々な理由がございますが、例えばネットワーク環境が整っている施設であること、そ

れから、あとはこれを入れた方が効果的といいますか、上がるだろうなと。それから、

スモールスタートとして、とりあえず選定しましたのが、まず主に体育館、テニスコー

ト、それから屋内の多目的運動広場、こういったところを主にピックアップした結果が

４０施設であったということでございますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

○議長（後藤 健） 再々質疑はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、青柳議員。

○７番（青柳友哉） もう 後、すいません、質問というよりは激励になるんですが、大

仙市のＤＸの推進ビジョン、こちらには「変化や挑戦を恐れずに、失敗を糧とします。

これまでの制度・慣行を根底から見直し、新たな挑戦を歓迎します。失敗は共有し、反

省して、次の挑戦への糧とします。」という記載があります。なかなか行政って失敗す

る可能性も考えながらやりますって、なかなか普通は言えないと思うんですが、あえて

これをビジョンに書かれているということなので、書かれているとおり、やはり失敗も

恐れずに挑戦をしていただければなと思います。今回の施設の予約システムって、個人

情報を持つんで、そこの部分はセキュリティでしっかり守らなきゃいけないとは思うん

ですが、割と入る情報自体は、機微な情報が入るわけではないので、そういった意味で

は、がっちがちで高いシステムを入れるという必要が、そこまでないのかなと個人的に

は思いますので、是非バランスのいい選択をしていただければと思います。答弁は結構

です。ありがとうございました。

○議長（後藤 健） これにて７番青柳友哉議員の質疑を終わります。

【７番 青柳友哉議員 降壇】
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○議長（後藤 健） 以上で通告による質疑は終わりました。

これにて質疑を終結いたします。

ただ今、議題となっております議案第３４号から議案第５２号までの１９件は、議案

付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

○議長（後藤 健） 日程第５１、請願第１号を議題といたします。

本件は、請願文書表のとおり、教育厚生常任委員会に付託いたします。

○議長（後藤 健） 日程第５２、陳情第１７号から日程第５７、陳情第２３号までの６

件を一括して議題といたします。

本６件は、陳情文書表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。

○議長（後藤 健） お諮りいたします。各常任委員会審査のため、３月９日から３月

１６日までの８日間、休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） ご異議なしと認めます。よって、３月９日から３月１６日までの８

日間、休会することに決しました。

○議長（後藤 健） 以上で本日の日程は、全部終了しました。

本日はこれをもって散会し、来る３月１７日、本会議第５日を定刻に開議いたします。

大変お疲れ様でした。

午後 １時２４分 散 会


